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岐阜労働局長が建設現場の安全パトロールを行います 
― 全国安全週間に労働災害防止を呼びかける ― 

 

岐阜労働局(局長 大地 直美)は、全国安全週間中（７/１～７）に労働局長自らが事業場の安全

パトロールを行い、労働災害防止の徹底を呼びかけます。 

岐阜県内における令和４年５月末時点の休業４日以上の労働災害は、９７４人と前年同期に比べ

て５７人（6.2%）増加しています。また、死亡者数は、７人と前年同期に比べて減少しているものの、

うち４人が建設業で被災しています。さらに、これからは、熱中症による労働災害の発生も危惧され

ます。 

このようなことから、本年は死亡災害が増加している建設業の現場に対して、安全パトロールを実

施し、労働災害減少に向けた取組を働きかけ、県内の安全活動の定着に向けて気運を高めます。 

当日、ぜひ取材いただきますようお願いします。 

 

１ 実施日時 

令和４年７月１日（金） 13時 30分から 15時 30分頃まで 

 

２ パトロール先事業場 

（１）事業場名     戸田建設株式会社 

              （高島屋南地区第一種市街地再開発事業 施設建設物新設工事） 

（２）所 在 地     岐阜市日ノ出町２丁目 20番地 

（３）事業場の概要  鉄筋コンクリート、鉄骨造の建築工事等 

 

３ 取材申込先 

現場への立入りには、事前に氏名、所属会社名を報告する必要がありますので、パトロー

ルに同行される方は、６月 28 日（火）午後５時までに岐阜労働局労働基準部健康安全課（電

話番号 058-245-8103）あてにお申込みください。 
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【取材時のお願い】 

パトロールに同行される方には、以下の事項に留意してください。 

 

（１）現場内のルール 

・ パトロールを実施する事業場は、入場者の安全確保の観点から各種制限があり、指定さ

れたエリア以外立入りはできません。 

・ 事業場内では、必ず係員の指示に従うようお願いします。 

 

（２）パトロールに必要な装備 

・ ヘルメット 

ヘルメットがない場合は、事業場で借用できますので、取材申込時にその旨をお伝えくだ

さい。 

その他、服装は、長袖の上着、長ズボン、靴（安全靴が望ましいですが、スニーカーでも可）

等建設現場にふさわしいものとしてください。 

 

（３）受付 

・ 受付は 13時 00分からの開始となります。 

13時 20分までに受付が済むように現場事務所（別紙参照）へお越しください。 

・ 車で来られる方は、付近にある有料駐車場をご利用ください。 


